


お客さまへのご案内

　このたびはご愁傷さまです。謹んでお悔やみ申し上げます。

このご案内では、亡くなられた方（被相続人さま）のご預金等

の取り扱いや、お客さま（相続人さま、※受遺者さまなど）に

ご用意いただく書類につきまして説明していますが、ご不明な

点、ご要望などがございましたら、遠慮なくご相談くださいま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

※　受遺者：遺言書で被相続人さまのご預金等の承継を指定された者
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【ご留意いただく事項】

１．亡くなられた方（被相続人さま）のご預金等（国債、投資信託等を含みます）

 （１）当座預金以外のご預金等

相続手続が完了するまでは、解約、お引き出し、ご入金（振込みに

よるご入金を含みます）のお取り扱いができなくなります。

 （２）当座預金は解約させていただきます。

被相続人さまが生前に振り出された小切手や手形の決済に付きまして

は、取引店窓口にご相談ください。

２．被相続人さまのご預金からの口座振替（お引き落し）

電気・電話・水道・ガス・税金・クレジット等の口座振替（お引き落し）

は停止となります。

３．被相続人さまのご預金への振込

振込みによるご入金は、原則お取り扱いできなくなります。

家賃などの継続的な振込入金のお受取は、口座を変更していただく必

要があります。

４．貸金庫

被相続人さまが使用されていました貸金庫については、相続手続が

完了するまでは、ご使用できなくなります。
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５．残高証明書の発行
被相続人さまのご預金等の残高証明書の発行は、下記の書類をご用
意いただき、取引店窓口にお申し出ください。
なお、相続人さま１名からのお申し出により、発行いたします。

【ご依頼者】

①相続人さまの場合

・被相続人さまの亡くなられたことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
・相続人さまであることが確認できる戸籍謄本
・相続人さまの印鑑証明書（発行日から６ヶ月以内）

・実印

②遺言執行者の場合

・遺言書（自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付）

　または遺言執行者選任審判謄本（家庭裁判所発行）

・遺言書が公正証書遺言書の場合は、被相続人さまの亡くなられた
　ことが確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書（発行日から６ヶ月以内）

・実印

③相続財産清算人の場合

・相続財産清算人選任の審判書謄本（家庭裁判所発行）

・相続財産清算人の印鑑証明書（発行日から６ヶ月以内）

・実印

※ご提出していただいた書類の原本の返却をご希望の際は、その旨を
　お申し出ください。
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【相続の種類別手続】

　相続の種類別手続きに応じて、お客さまにご用意いただく書類が相違しますので、
ご説明申し上げます。
　下記の図に従って該当する種別（ Ａ ～ Ｇ ）をご確認いただき、必要書類をご用意
ください。

　次のペ－ジから　Ａ⇒Ｂ⇒Ｃ⇒Ｄ⇒Ｅ⇒Ｆ⇒Ｇ　と順次、必要書類等についてご
説明します。
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戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得方法

１．市・区役所、町・村役場の窓口で請求する場合
お亡くなりになられた方（被相続人さま）の「出生」から「死亡」までの連
続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の交付を依頼してください。戸籍
が火災、地震、津波、空襲などで滅失して存在していない場合は、「告知書」
等の交付を依頼してください。
なお、管外転籍（注）等がある場合は、現在の戸籍を管轄する役所・役
場だけでなく転籍前の役所・役場の窓口で交付を依頼する必要があります。
ただし、令和 6 年 3 月から開始した広域交付制度により、本籍地以外の役
所・役場でも請求が可能な場合があります。詳細は請求される予定の役所・
役場へあらかじめご確認ください。

（注）管外転籍の例
生れた時 松山市 ⇒ 徳島市 ⇒ 亡くなられた時 高知市の場合、高知市役
所、徳島市役所、松山市役所の窓口で交付申請する必要があります。

生れた時 松山市 ⇒ 徳島市 ⇒ 亡くなられた時 高知市の場合、高知市役
所、徳島市役所、松山市役所の窓口で交付申請する必要があります。

 2．郵送で請求する場合

次ペ－ジにあります「戸籍謄本等郵送請求書」をコピーいただきご利用くだ
さい。
なお、役所・役場によっては独自の請求書でなければ受付けしないとか、
手数料等が相違することがありますので、あらかじめ、お電話にて役所・
役場にご確認ください。
また、各役所・役場のホ－ムペ－ジでも戸籍の郵送による請求方法や請求
書のひな型、送付先住所、手数料などが掲示されていますのでご覧になっ
てください。
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戸籍謄本等郵送請求書
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相  続  手  続  依  頼  書 
 

株式会社 四 国 銀 行 あて               相続手続依頼日       年      月      日 
 

被相続人
 

おなまえ                                  

 
         

年
    

月
    

日
 

死亡
 

※ 記入欄が不足する場合は裏面記入欄をご使用ください。

 おところ 
 
 

実    印 
 

 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

上記被相続人の株式会社四国銀行（以下「銀行」という）との取引における相続手続については、

下記のとおり取扱いしてください。この相続手続依頼書に基づく取扱いについて、紛議が生じても、 
 私（達）が（連帯して）いっさいの責任を負い、銀行には迷惑・損害をかけません。

 
記

 
１．承継方法  は、後記４．の「承継方法の取扱い区分」のとおり取扱してください。 

２．喪失届   後記４．の「喪失物（所在不明物）」について 

（1）「名義変更」に　の場合、「名義変更後のお名前」欄に記入の名義に変更します。

（2）「解約」に　の場合、一括して解約し、私(達)が分割します。  
解約金は、後記５．の「受取方法」のとおり取扱してください。 

３．私（達）は、制裁対象国（北朝鮮）に住所または居所がないこと、また、「資産凍結等経済制裁対象者」

４．相続預金・債券等の表示と喪失物・相続手続        ★（照会日： 年 月 日現在） 

 

（銀行使用欄）１．相続手続依頼日は、相続人等全員が署名・捺印した日以降の日付。西暦・元号どちらでも可。 
２．４の欄は★照会日現在の種類・口座番号を行員が記入。（照会票は保存する） 
  記入完了後（記入可能範囲）、相続人等に交付。（交付前の事前記入） 

 

相続サポートオフィス 取　扱　店   
検　印 係　印   検　印  印鑑照合  相続人確認 受　付   

      

処理日   □営業店処理

 □相続サポートオフィス処理  
   

  

５．受取方法 … 該当の　にレ点をしてください。

下記口座に入金をしてください。

下記口座に振込をしてください。

口座名義 銀行名

四国銀行

支店名

支店

□普通　□貯蓄　□当座　□その他

科目・口座番号

依頼人名

が店頭窓口で解約払戻金を受領します。なお、別途「受取書」を提出します。

※受取人と異なるときのみ

　ご記入ください。

フリガナ

口座名義 銀行名

□銀行
□信金
□信組

支店名

支店

□普通　□貯蓄　□当座　□その他

科目・口座番号

フリガナ

フリガナ

該当物に　を付した通帳・証書（以下「通帳等」という）については、所在が不明です。

喪失扱として処理を依頼します。

なお、通帳等を発見した際には、直ちに銀行に届出します。

ではないことを表明します。

… 該当の□にレ点をしてください。

相 続 預 金 ・ 債 券 等 の 表 示 相 続 手 続

種　　類 店名・口座番号 喪失物（所在不明物）

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

手数料が必要となる場合は振込金より差し引いてください。

３．署名・捺印欄の相続人・受遺者・遺言執行者・代理人は該当に　。相続人または受遺者が遺言執行者の場合、両方に　。

処理日・送付日

（様式 0095）2024.08  保存期限完結後10年または永年保存

利用目的明示印
永年保存

10年保存

有

無

【喪失届の有無】

６．相続する貸金庫の取扱い 
番      号  取　扱　内　容

 
が貸金庫の開閉、格納物の出庫および解約をします。  

解　約　日喪　失　物

□鍵

□カード

 
□ 相続人 
 □

 
受遺者

 
 □

 
遺言執行者

 □

承継方法の取扱い区分 名義変更後のお名前

おなまえ

２ ２４０ ７ １

 ２ ２４０ ４  １

ㇾ
高知市はりまや町 1 丁目 1 番 1 号 

四 国 太 郎 

ㇾ

高知市はりまや町 1 丁目 1 番 1 号 

四 国 花 子 

ㇾ

南国市後免町２丁目２－１３

２－１３南国市後免町３丁目

四 国 二 郎 

    

実 印 

実 印 

実 印 

実 印 

 記入例

戸籍・除籍謄本の
死亡日を記入して
ください。

 

 

 

本店

四国　太郎

四国　太郎 5 1 2 3 4 5 8本店

1234567

本店
2000123

本店
4567890

本店
4567123

ㇾ

ㇾ

ㇾ

外貨定期預金ㇾ

ㇾ ㇾシコク　 タロウ

ㇾ

ㇾ

ㇾ

ㇾ

ㇾ

   

店頭窓口で代表して現金を

受け取られる方のお名前を

ご記入ください。

普通預金、貯蓄預金は

解約のみ。

署名・捺印された相続人さま等のうち、

代表して受け取られる方のお名前等を

ご記入ください。

 

相続人さま等全員が署名・捺印後、銀行

に提出される日を記入してください。

西暦・元号どちらでも可。
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四 国 　一 郎

印鑑証明書どおりのご住所・お名前

を必ずご本人が自署してください。

記入を間違われた場合は、右の実印

で訂正してください。 



相  続  手  続  依  頼  書 
 

株式会社 四 国 銀 行 あて               相続手続依頼日       年      月      日 
 

被相続人
 

おなまえ                                  

 
         

年
    

月
    

日
 

死亡
 

※ 記入欄が不足する場合は裏面記入欄をご使用ください。

 おところ 
 
 

実    印 
 

 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

上記被相続人の株式会社四国銀行（以下「銀行」という）との取引における相続手続については、

下記のとおり取扱いしてください。この相続手続依頼書に基づく取扱いについて、紛議が生じても、 
 私（達）が（連帯して）いっさいの責任を負い、銀行には迷惑・損害をかけません。

 
記

 
１．承継方法  は、後記４．の「承継方法の取扱い区分」のとおり取扱してください。 

２．喪失届   後記４．の「喪失物（所在不明物）」について 

（1）「名義変更」に　の場合、「名義変更後のお名前」欄に記入の名義に変更します。

（2）「解約」に　の場合、一括して解約し、私(達)が分割します。  
解約金は、後記５．の「受取方法」のとおり取扱してください。 

３．私（達）は、制裁対象国（北朝鮮）に住所または居所がないこと、また、「資産凍結等経済制裁対象者」

４．相続預金・債券等の表示と喪失物・相続手続        ★（照会日： 年 月 日現在） 

 

（銀行使用欄）１．相続手続依頼日は、相続人等全員が署名・捺印した日以降の日付。西暦・元号どちらでも可。 
２．４の欄は★照会日現在の種類・口座番号を行員が記入。（照会票は保存する） 
  記入完了後（記入可能範囲）、相続人等に交付。（交付前の事前記入） 

 

相続サポートオフィス 取　扱　店   
検　印 係　印   検　印  印鑑照合  相続人確認 受　付   

      

処理日   □営業店処理

 □相続サポートオフィス処理  
   

  

５．受取方法 … 該当の　にレ点をしてください。

下記口座に入金をしてください。

下記口座に振込をしてください。

口座名義 銀行名

四国銀行

支店名

支店

□普通　□貯蓄　□当座　□その他

科目・口座番号

依頼人名

が店頭窓口で解約払戻金を受領します。なお、別途「受取書」を提出します。

※受取人と異なるときのみ

　ご記入ください。

フリガナ

口座名義 銀行名

□銀行
□信金
□信組

支店名

支店

□普通　□貯蓄　□当座　□その他

科目・口座番号

フリガナ

フリガナ

該当物に　を付した通帳・証書（以下「通帳等」という）については、所在が不明です。

喪失扱として処理を依頼します。

なお、通帳等を発見した際には、直ちに銀行に届出します。

ではないことを表明します。

… 該当の□にレ点をしてください。

相 続 預 金 ・ 債 券 等 の 表 示 相 続 手 続

種　　類 店名・口座番号 喪失物（所在不明物）

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　　 )

手数料が必要となる場合は振込金より差し引いてください。

３．署名・捺印欄の相続人・受遺者・遺言執行者・代理人は該当に　。相続人または受遺者が遺言執行者の場合、両方に　。

処理日・送付日

（様式 0095）2024.08  保存期限完結後10年または永年保存

利用目的明示印
永年保存

10年保存

有

無

【喪失届の有無】

６．相続する貸金庫の取扱い 
番      号  取　扱　内　容

 
が貸金庫の開閉、格納物の出庫および解約をします。  

解　約　日喪　失　物

□鍵

□カード

 
□ 相続人 
 □

 
受遺者

 
 □

 
遺言執行者

 □

承継方法の取扱い区分 名義変更後のお名前

おなまえ



（様式 0095）2024.08  保存期限完結後10年または永年保存

  
  

 
  

 
  

おところ 
 
 

実    印 
 

 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

 
 
□ 相続人 
 
□ 受遺者 
 
 

おところ 
 
 

実    印 
 

おなまえ 
 
 
 

        

 

４．相続預金・債券等の表示と喪失物・相続手続 … 該当の□にレ点をしてください。

相 続 預 金 ・ 債 券 等 の 表 示 相 続 手 続

種　　類 店名・口座番号 喪失物（所在不明物）

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

 

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□名義変更

□解約

□普通預金 □貯蓄預金 □定期預金

□その他

□通帳

□証書（　　　 　　　　　　　)

□ 相続人

□ 受遺者

おなまえ

承継方法の取扱い区分 名義変更後のお名前

裏　面
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